
名称

法人番号

設立年月日

主たる事務所

 TEL / FAX

代表社員

社       員

087-802-1459 / 087-802-2459

香川県司法書士会　法人会員情報

四国司法書士法人

39-00001

平成21年1月8日

香川県高松市今里町一丁目３１番地１

業務範囲

１．登記又は供託に関する手続について代理すること。
２．法務局又は地方法務局に提出する書類又は電磁的記録を作成すること。
３．法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求手続について代
理すること。
４．前各号の相談に応ずること。
５．司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の
教育及び普及の業務。
６．司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。

緒方　良一（特定社員）

永田　剛　 （特定社員）



名      称

法人番号

設立年月日

主たる事務所

TEL / FAX

県内の従たる事務所

TEL / FAX

社       員 田内　拓也（特定社員）

業務範囲

１　登記又は供託に関する手続について代理すること
２　法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること
３　法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について
代理すること
４　裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地
方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
５　前各号の事務について相談に応ずること
６　簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること
　　イ　民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）の規定による手続（ロに規定する手続及び
        訴えの提起前における証拠保全手続を除く。）であって、訴訟の目的の価額が裁判
        所法（昭和２２年法律第５９号）第３３条第１項第１号に定める額を超えないもの
　　ロ　民事訴訟法第２７５条の規定による和解の手続又は同法第７編の規定による支払
       督促の手続であって、請求の目的の価額が裁判所法第３３条第１項第１号に定め
       る額を超えないもの
　　ハ　民事訴訟法第２編第４章第７節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続
       又は民事保全法（平成元年法律第９１号）の規定による手続であって、本案の訴訟
       の目的の価額が裁判所法第３３条第１項第１号に定める額を超えないもの
　　ニ　民事調停法（昭和２６年法律第２２２号）の規定による手続であって、調停を求める
       事項の価額が裁判所法第３３条第１項第１号に定める額を超えないもの
　　ホ　民事執行法（昭和５４年法律第４号）第２章第２節第４款第２目の規定による少額
       訴訟債権執行の手続であって、請求の価額が裁判所法第３３条第１項第１号に定
       める額を超えないもの
７　民事に関する紛争（簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象とな
るものに限る。）であって紛争の目的の価額が裁判所法第３３条第１項第１号に定める額を
超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について
代理すること
８　筆界特定の手続であって対象土地（不動産登記法第１２３条第３号に規定する対象土地
をいう。）の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の２分の１に相
当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める
割合を乗じて得た額が裁判所法第３３条第１項第１号に定める額を超えないものについて、
相談に応じ、又は代理すること
９　当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人、その他これら
に類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又は
これらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
１０　司法書士又は司法書士法人の業務に関する講演会の開催、出版物の刊行その他の
教育及び普及の業務
１１　競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号）第３３
条の２第１項に規定する特定業務
１２　司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務

司法書士法人あおぞら

41-00003-39-00002

平成21年7月15日

高知県高知市薊野北町二丁目1-31-101

088-821-7477 / 088-821-7478

香川県高松市松縄町1012番地8　ベルディ松縄2Ｆ-Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

087-813-7590 / 087-813-7591



名称

法人番号

設立年月日

主たる事務所

 TEL / FAX

県内の従たる事務所

TEL / FAX

代表社員

司法書士法人ＮＣＰ

11-00179-39-00004

平成22年2月19日

東京都千代田区麹町四丁目２番地７　麹町ミッドスクエア３階

03-5367-5930 / 03-5367-5935

香川県高松市寿町二丁目2番10号　高松寿町プライムビル4階

087-804-7667 / 087-804-7601

業務範囲

１．登記又は供託に関する手続について代理すること
２．法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること
（ただし、４号に掲げる事務を除く）
３．法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について
代理すること
４．裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地
方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
５．前各号の事務について相談に応ずること
６．簡易裁判所における裁判所法第３３条第１項第１号に定められた額を超えない民事訴
訟法に定められた訴訟手続（上訴の提起（自ら代理人として手続きに関与している事件の
判決、決定又は命令に係るものを除く）、再審及び強制執行手続を除く）、和解手続、支払
督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定
められた手続及び民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理すること
７．前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
８．筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第３３条第１
項第１号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること
９．当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに
類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこ
れらの業務を行うものを代理し、若しくは補助する業務
１０．当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監
督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは
取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
１１．司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他
の教育及び普及の業務
１２．競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第３３条の２第１項に規定する特
定業務
１３．司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務

井上　真之（特定社員）



名称

法人番号

設立年月日

主たる事務所

 TEL / FAX

社       員

39-00006

司法書士法人白井合同法務事務所

令和3年11月12日

香川県さぬき市志度２１５５番地

087-894-7477 / 087-894-7478

業務範囲

１．登記または供託に関する手続について代理すること
２．法務局または地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録を作成する
こと（ただし、第４号に掲げる事務を除く）
３．法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続につ
いて代理すること
４．裁判所もしくは検察庁に提出する書類または筆界特定の手続において法務局もしくは
地方法務局に提出しもしくは提供する書類もしくは電磁的記録を作成すること
５．前各号の事務について相談に応ずること
６．簡易裁判所における裁判所法第３３条第１項第一号所定の額を超えない民事訴訟法に
定められた訴訟手続（上訴の提起（自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決
定または命令に係るものを除く）、再審および強制執行手続を除く）、和解手続、支払督促
手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定めら
れた手続および民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理すること
７．前号について相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること
８．筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第３３条第１
項第一号所定の額を超えないものについて、相談に応じ、または代理すること
９．当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これら
に類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理もしくは処分を行う業務また
はこれらの業務を行う者を代理し、もしくは補助する業務
１０．当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、
監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意もしく
は取消しを行う業務またはこれらの業務を行う者を監督する業務
１１．司法書士または司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その
他の教育および普及の業務
１２．前各号に掲げる業務に附帯し、または関連する業務

白井　委秀（特定社員）



名称

法人番号

設立年月日

主たる事務所

 TEL / FAX

社       員

業務範囲

１．登記又は供託に関する手続について代理すること
２．法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録（電子的方法、磁
気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算
機による情報処理の用に供されるものをいう）を作成すること。ただし、４号に掲げる事務を
除く。
３．法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について
代理すること
４．裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること
５．前各号の事務について相談に応じること
６．司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の
教育及び普及の業務
７．司法書士又は司法書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務

中川　繁和

司法書士法人なかがわ事務所

39-00007

令和6年1月9日

香川県丸亀市金倉町１４３２番地３

0877-35-8100 / 0877-35-8180



名称

法人番号

設立年月日

主たる事務所

 TEL / FAX

社       員

ひろせ司法書士法人

39-00008

業務範囲

  １．登記又は供託に関する手続について代理する業務。
　２．法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録（電
　　　子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな
　　　い方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ
　　　れるものをいう。）を作成する業務。
　３．法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手
　　　続について代理する業務。
　４．裁判所又は検察庁に提出する書類を作成する業務。
　５．前各号の事務について相談に応ずる業務。
　６．簡易裁判所における、裁判所法第３３条第１項第１号に定められた額を
　　　こえない民事訴訟法に定められた訴訟手続（上訴の提起、再審を除く。
　　　）、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法
　　　に定められた手続、民事調停法に定められた手続、民事執行法第２章第
　　　２節第４款第２目の規定による少額訴訟債権執行の手続きについて代理
　　　する業務。
　７．前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理する業務。
　８．当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人そ
　　　の他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理
　　　若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは
　　　補助する業務。
　９．当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、
　　　補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為に
　　　ついて、代理、同意若しくは取消しを行う業務（任意後見契約による業
　　　務にあっては、当法人の設立日以降の任意後見契約によるものに限る。
　　　）又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
１０．司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊
　　　行その他の教育及び普及の業務。
１１．司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。

廣瀬　修一（特定社員）

令和8年1月5日

 087-813-9913 / 087-813-9923

香川県高松市木太町１２８８番地２


